
 

令和３年度 根室管内町職員採用資格試験【初級】のお知らせ 

[受付期間] 令和２年７月１日（水）～７月３１日（金） 

※受付時間 午前９時から午後５時まで（土曜・日曜及び祝日は受付しておりません） 

[第１次試験日・時間] 令和２年９月２０日（日）午前９時から 

    ※午前８時４５分まで着席してください。 

[試験会場]  中標津町役場 （標津郡中標津町丸山２丁目２２番地） 

 

この試験は、根室管内町職員「一般事務職」「技術職（土木・建築・機械・電気）」及び「保

育士・教諭」の採用資格試験です。 

 

１ 試験区分及び職務内容 

試験区分 職務内容 

一般事務職 町長部局、教育委員会、議会事務局など、様々な分野で幅広い業務に従事します。 

技 術 職 町長部局、教育委員会等に勤務し、行政事務に従事します。 

保育士・教諭 保育園及び幼稚園に関する業務に従事します。 

 

２ 採用予定町の職種と採用予定者数 

職種 

 

町名 

一般事務職 
一般事務職 

（障がいののある方） 
技術職 保育士・教諭 

別 海 町 ５名程度 ２名 1名 ２名 

中 標 津 町 ４名程度 １名 ６名  ー 

標 津 町 ２名程度 ー ー ー 

羅 臼 町 １名程度 ー ２名 １名 

※採用予定者数は、各町の欠員状況等により変更することがあります。 

 

３ 受験資格及び資格要件 
 本試験への応募に際し、各町の募集職種に共通する受験資格（４町共通要件）及び各町の募集職種ご

との要件（資格要件）については次のとおりです。 

 ただし、羅臼町の募集職種については、①～➂のいずれかの受験資格・資格要件を満たした方のみ受

験資格がありますのでご留意願います。（詳しくは次の欄を確認願います。） 
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受 験 資 格 

（４町共通要件） 

平成９年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた方で、短大卒業程

度及び高校（専門学校を含む。）卒業程度の学力を有する方。ただし、大学

卒業程度の学力を有する方は除きます。 

 

【４町共通要件以外の要件】  

町  名 職   種 共通要件以外の受験資格・資格要件等 

別海町 
一般事務職 ありません 

一般事務職 
（障がいのある方） 

障害者手帳の交付を受けている方（身体障害者手帳、療育手帳、精神

障害者保健福祉手帳など）で、活字印刷文による出題に対応できる方 

土木技術職 
土木施工管理技士の資格を有する方、または土木に関する学科を修了

した方（修了見込みの方も含む） 

保育士・教諭 
保育士及び幼稚園教諭の資格を有する方（採用時までに取得見込みの

方も含む） 

中標津町 
一般事務職 ありません 

一般事務職 
（障がいのある方） 

障害者手帳の交付を受けている方（身体障害者手帳、療育手帳、精神

障害者保健福祉手帳など）で、活字印刷文による出題に対応できる方 

技術職 
（土木・電気・ 

機械・建築） 

土木系学科、電気系学科、機械系学科、建築系学科のいずれかを修了

した方、あるいは修了見込みの方 

標津町 
一般事務職 ありません 

羅臼町 

 
一般事務職 ありません 

建築技術職 

【受験資格・資格要件①】 

上記の４町共通要件の方で、建築系学科を修了した方、あるいは修

了見込みの方 

【受験資格・資格要件②】 

令和３年４月１日現在において満４０歳未満の方で、建築系学科を

修了し、２級建築技師以上の免許を所有している方（但し、大学卒業

程度の学力を有する方は除きます。） 

土木技術職 

【受験資格・資格要件①】 

上記の４町共通要件の方で、土木系学科を修了した方、あるいは修

了見込みの方 

【受験資格・資格要件②】 

令和３年４月１日現在において満４０歳未満の方で、土木系学科

を修了し、土木管理施行技師２級以上の免許を有している方。

（但し、大学卒業程度の学力を有する方は除きます。） 
【受験資格・資格要件➂】 

令和３年４月１日現在において満４０歳未満の方で、第２種電気

工事士以上の免許を有している方。（但し、大学卒業程度の学力を

有する方は除きます。） 

保育士・教諭 
保育士及び幼稚園教諭の資格を有する方（採用時までに取得見込みの

方も含む） 



※日本の国籍を有しない方、または地方公務員法第１６条の各号いずれかに該当する方は 

受験できません。 

＜地方公務員法第１６条の抜粋＞ 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

② 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

③ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し、刑に 

処せられた者 

 ④ 日本国憲法施行の日（昭和２２年５月３日）以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

４ 試験の方法   

（１）第１次試験  

① 試験は、教養試験、作文試験及び事務適性検査を行います。 

  ② 試験の程度は、いずれも学校教育法による高等学校卒業程度です。 

  ③ 教養試験は、一般に公務員として必要な適性を有しているかどうかについて択一式により行い

ます。 

④ 作文試験は主として文章による表現力、課題に対する理解力などについて試験します。 

⑤ 事務適性検査は、事務職員としての適応性について検査します。 

（２）第２次試験 

第１次試験の合格者について面接試験等を行います。 

５ 試験期日、試験会場及び合格発表 

（１） 第１次試験は令和２年９月２０日（日）に行い、試験会場は中標津町役場とします。 

  試験の終了は、１３：１０の予定です。 

（２）第１次試験の合格発表は、令和２年１０月１４日（水）に、受験番号を各町ホームページに掲載

します。又、合格者に直接通知します。 

（３）第２次試験は令和２年１０月下旬～１１月上旬に行い、試験日、試験会場については第１次試験

の合格者にお知らせします。 

６ 受験手続及び受付期間 

（１） 申込書は、根室町村会又は根室管内各町役場総務課で配布します。また、根室管内各町役場ホー

ムページからも申込書等のダウンロードが可能となっています。 

（２） 郵送による請求については封筒の表に「職員試験申込書請求」と朱書し、宛先を明記して１２０

円切手を貼った返信用封筒（Ａ４判が入る大きさ）を必ず同封してください。 

（３） 申込書及び受験票に所定の事項を記入し、第１希望町名欄に記載した町役場に提出してくださ

い。受験票は９月３日（木）頃までに申込者へ郵送で交付しますので、受験票用はがきの表に、

必ず住所・氏名・郵便番号を記入し、６３円切手を貼ってください。郵送で申込みの場合は、封

筒の表に「試験申込書在中」と朱書してください。 

（※記入及び郵送の方法については「試験申込みの方法」を参照してください。） 

（４） 申込書の希望町名欄は一般事務職（障がいのある方を除く）の申込者に限り、第２希望町名ま

で記載できます。また、第１次試験合格者となった方には、後日、第２次試験案内が通知されま

 



すが、第２希望町名まで記載された合格者には、第１又は第２希望町のいずれかから第２次試験

案内が通知されます。 

なお、第２希望町名を記載した方の試験申込書の内容は、第２希望町へ情報提供しますので、

あらかじめご承知おきください。 

（５） 申込みは、令和２年７月１日（水）から令和２年７月３１日（金）まで受付します。受付時間

は午前９時から午後５時まで、土曜・日曜及び祝日は受付しておりません。又、郵送の場合は７

月３１日（金）までの消印のあるものに限ります。 

（６） 申込みの際、受験票には写真の貼付は必要ありませんが、試験申込書には必ず写真を貼って提

出してください。また第１次試験当日は、必ず受験票の所定の欄に写真を貼り、試験会場に持参

してください。 

７ 合格から採用まで 

   第１次試験合格者には合格発表の後、根室町村会から合格通知を送付するとともに採用予定町か

ら２次試験案内が送付されます。 

なお、希望職種が一般事務職（障がいのある方を除く）の第 1次合格者の方で、試験申込書の希

望町名欄に第２希望町名まで記載した方には、第１又は第２希望町のいずれかの町から、後日、第

２次試験案内が送付されますのでご承知おき願います。 

採用予定町での第２次試験を合格した方は、採用候補者名簿に登載します。各町での採用は、こ

の名簿に登載された方のうちから決定となります。 

なお、採用候補者名簿の有効期間は、令和３年４月１日から１年間とします。 

８ その他 

（１）身体に障がいのある方で、試験当日の受験に際して車椅子等を使用することについて、特に要望

のある方は、あらかじめ根室町村会事務局にご連絡願います。              

（２）試験会場への携帯電話機等の持ち込みは、他の受験者の妨げになるので原則禁止とします。止む

を得ず持ち込まれた場合は、試験が全て終了するまで電源を切り、鞄に入れてください。電源が切

られていないか、又は鞄に入れられていないことが確認された場合は、試験無効といたします。 

（３）受験の際にはＨＢの鉛筆を使用しますので忘れずにご持参ください。 

（４）受験手続き、その他のお問い合わせは、根室管内各町役場総務課又は根室町村会にお尋ねくだ

さい。（お問い合わせ先は、下記参照） 

 

団  体  名 郵便番号 住          所 電話番号 

別海町 086-0205 別海町別海常盤町２８０番地 0153-75-2111 

中標津町 086-1197 中標津町丸山２丁目２２番地 0153-73-3111 

標津町 086-1632 標津町北２条西１丁目１番３号 0153-82-2131 

羅臼町 086-1892 羅臼町栄町１００番地８３ 0153-87-2111 

根室町村会 087-8588 根室市常盤町３丁目２８番地（根室振興局内） 0153-22-2369 

 



ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します！

ひとり親世帯臨時特別給付金のお知らせ

① 令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方

② 公的年金等※²を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の
支給が全額停止される方※³

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

１．基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※¹

※¹ 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
※² 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※³ 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、

児童扶養手当の申請をしていれば、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が
全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります

２．追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
収入が減少している方への給付

● 給付額

● 給付金の対象となる方

１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円

上記、基本給付金対象の①または②に該当する方のうち、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

１世帯５万円

● 給付額

● 給付金の対象となる方

■以下、①～③のいずれかに該当する方

町政だより



給付金の支給手続き

▶ 基本給付は申請不要です
▶ ８月頃、令和２年６月分の児童扶養手当を支給している口座に

振り込みます。

令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方（左面１．①に該当する方）

【ご注意ください】
※ 給付金を希望しない場合は、届出書を提出してください。

様式は保健福祉課窓口にあります。
※ 児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、

給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更
するなどの手続きをお願いします。

「ひとり親世帯臨時特別給付金｣ の

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な電話や郵便があった場合

は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署（または警察相談専用電話(#9110)）にご連絡ください。

それ以外の方（左面１．②、③に該当する方）

▶ 基本給付、追加給付（１．②に該当する方）ともに申請が必要です
▶ 申請書は保健福祉課窓口にあります。

また、北海道のホームページからもダウンロードが可能になる予定
です。

▶ 申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに羅臼町の窓
口に直接、または郵送でご提出ください。

▶ 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して
指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

●厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903 （受付時間 平日9:00～18:00）

お問い合わせ先

▶ 追加給付は申請が必要です
▶ 定例の現況確認時（８月）などにあわせて、収入が減少している旨

の申請を簡易な方法で行っていただきます。申請内容を確認して
可能な限り速やかに振り込みます。

●聴覚に障害をお持ちの方はFAXでのお問い合わせが可能です
お問い合わせ用紙ダウンロード先

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12224.html
FAX 03-6740-2297 （受付時間 24時間）

令和2年7月27日発行
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羅臼町では、不特定多数の顧客に対し商品の販売、サービス等の接客を行う店舗及び事

務所を町内に有する事業者の皆様に対し、新型コロナウイルス感染症の予防対策に必要

な機械、器具、備品等の導入を促進していただくため、補助金による支援を実施することと

いたしました。 

 

 

 

◆不特定多数の顧客に対し、商品の販売、サービス等の接客を行う、

店舗及び事務所を町内に有する事業者 

・町税等の滞納が無いこと。若しくは納付について協議し、納税等の計画を適正に履行していること 

・暴力団等の反社会勢力との関係を有していないこと 

 

※主に従業員のみが利用する事務所等での物品の購入は補助対象となりません。 

 

 

 

 

※複数の店舗や複数の事業を展開する事業者であっても、５万円の給付です。 

 

 

◆補助対象物品 

・啓発及び注意、協力等掲示物・非接触型体温計・ビニールカーテン・ビニールシート・アクリル板・簡易パー

テーション・ベルトパーテーション・小型サーキュレーター・誘導シール・消毒液用スプレー・アルコール消毒機

器・除菌マット・除菌空気清浄機 等、感染予防に関する衛生管理対策に必要な物品 

◆補助対象経費 

・補助対象に係る本体費用 

◆条件等 

・消毒液、マスク、手袋等、１回限りの使用で消耗する物品又は特に短期間で消耗する物品は除く。  

・中古品、リース品は除く。                                              （裏面に続く） 

羅臼町新型コロナウイルス感染症

予防対策補助金のご案内 

 
 

交付対象事業者    交付対象に該当するかご確認下さい。 

 

給付金の額    法人か、個人事業主かは問いません。 

 
 

補助対象物品 

 
 

上限 ５万円 
 

町政だより：令和２年７月２７日発行 



補助金交付申請に必要な書類 郵送でも申請頂けます。 

 

 
 

・現地調査等による補助対象物品の設置が確認できる機器。                              

・既存物品の修理及び改造等は除く。 

・設置費用は除く。 

・一般的に店舗、事務所で使用されている物品は対象外（例：エアコン、便器、食器、パソコン等） 

 

 

◆申 請 書 
〇羅臼町新型コロナウイルス感染予防対策補助金交付申請書 （別記様式第 1号） 

◆事業計画（実績）書兼事業経費積算書 
〇羅臼町新型コロナウイルス感染予防対策補助金事業計画（実績）書兼事業経費積算書    

（別記様式第 2号） 

◆申請する機器の見積書 

◆申請する製品仕様書    
※別記様式第 1号及び別記様式第 2号は役場産業創生課窓口にてお渡しいたします。 

羅臼町ホームページでもダウンロードできます（準備が整い次第）。 

 

 

 

 

 ◆申請期間 ７月２１日（火）～９月３０日（水） 

  ◆申請の流れ 

①交付申請に必要な書類をそろえて役場に提出 

②役場より交付決定及び不交付決定の通知 

③事業完了報告を提出（申請をされた方に別途詳しくご案内いたします） 

④補助金額決定 

⑤精算払いにて補助金交付 

 

 

 

【問合せ先・申請書郵送先】 

羅臼町役場産業創生課 商工観光担当 電話（0153）87－2126 

住所 〒086－1892 目梨郡羅臼町栄町 100番地 83 

詳細については窓口にてお渡しする「羅臼町新型コロナウイルス感染予防対策補助

金交付要綱」で確認下さい。下記問い合わせ先にも、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 
 

 申請期間及び申請の流れ 

 
 



全幼、小、中、高　夏季休業（～１６日） 全幼、小、中　始業式
未来中　ＦＣＶＢ大会（バレー部）／３年生大会男子（テニス部）　 羅高　全校集会
　　　　管内中学チャンピオン大会（野球部）

未来中　ＦＣＶＢ大会（バレー部）／３年生大会女子（テニス部）　 羅臼町特別定額給付金申請締切
　　　　管内中学チャンピオン大会（野球部） 羅幼　給食開始　年少組

羅小　二計測　１～３年生

プレミアム付商品券事前申込分発売開始【商工会】 羅幼、春幼　二計測
　８：４５～１７：３０（平日のみ） 羅小　二計測　４～６年生

羅高　公開授業研修

羅幼、春幼　全園集会
春小　教育相談開始（～９月４日）

春小　ぐりとぐらの絵本ポケット読み聞かせ

山の日

春小　就学時検査

羅幼　年長交流

夜間納税窓口開設　１７：３０～１９：００【役場税務財政課窓口】
羅幼、春幼　全園集会

整形

魚の城下町情報カレンダー令和２年 ８月
【２０２０ Aug】

日 曜日
診療所

専門外来
行　　　　事 担当 日 曜日

診療所
専門外来

行　　　　事 担当

1 土 17 月

2 日 18 火

企画振興課

3 月
脳神経

19 水
8:30

～16:00

4 火 20 木

5 水 21 金
循環器

8:30
～15:00

6 木 22 土

7 金 23 日

8 土 24 月

9 日 25 火

26 水

11 火 27

10 月

診療所
休診

10:30
～16:00

12 水
皮膚科

28

29

10:00
～15:30

土

14 金 30 日

13 木

15 土 31

税務財政課

整形

10:30
～16:00

福寿園バス巡回運行日程

日　　程
運　行
方　面

曜日

24 31

27

峯浜町
春日町
方　面

月

火 4 11

7

木 6 20

3 17

18 25

金

海岸町
岬　町
方　面

21 28

運転免許証更新時講習会日程

種別

87-2828

87-2747 14:15

役
場
・
学
校
等
　
電
話
番
号
簿

総　務　課 87-2111
地域包括
　支援センター

87-5880

日・曜日 時間

ＮＰＯ法人羅臼ス
ポーツクラブらいず 85-7715 春松幼稚園 88-1616

13:30

87-4560

一般

場所

税務財政課 87-2113
知床らうす
　 交流センター

87-5151

6 木

企画振興課 87-2114

7
14
21

金 14:00

優良

羅臼町役場
１階会議室

環境生活課 87-2115 図　書　館 87-2004 羅臼幼稚園

7
21

金

15:30 違反

一般87-2006 11:00

88-1515

87-2481

診 療 所 87-2116 春松小学校 88-2263

知床未来中学校 87-2049建設水道課 87-2163 福　寿　園 87-2390

消　防　署 87-2119産業創生課

87-2128
87-2126
87-2162

郷土資料館 88-3850

議会事務局 87-2180 社会福祉協議会 87-3243 羅臼高校

出　納　室 87-2112
知床らうす深層水
             給水施設 87-2123 羅臼町企画振興課企画振興係

14 金 10:00 初回 令和２年７月２７日発行

中標津
経済センター

（なかまっぷ）違反

10:00 優良

月

木

金

移動図書館バス巡回運行日程　★新型コロナウイルス感染拡大の状況により日程は流動的です

日・曜日 巡回予定時間 巡　回　方　面 日・曜日 巡回予定時間 巡　回　方　面

16 日

  　9:30～10:00
　14:00～

　岬町簡易郵便局
　福寿園

25 火 　13:30～ 　羅臼幼稚園 18 火

26 水
　10:30～11:00
　14:10～14:30
　14:30～

　共栄町・麻布町
　春松小学校
　春松幼稚園

19 水

木 12:40～13:30 　知床未来中学校

子ども発達支援
・子育て支援センター
             ありんこ

羅臼小学校

羅臼国後展望塔

ビジターセンター

保健福祉課 87-2161

 9:10～10:30 　峯浜町・八木浜町

■子育て支援センターありんこ　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、巡回は見合わせます。

教育委員会
87-2129
87-2004

20

お盆のため、８月１０日、１４日、１５日は

ゴミ収集・清掃センターの受入をお休みします。

８月３１日は
町・道民税 第２期 国民健康保険税 第３期
固定資産税 第２期 後期高齢者医療保険料 第３期
介護保険料 第２期 の納期限です。
◆◇忘れずに納めましょう◇◆



新型コロナウイルス感染症の受診・相談の目安 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜一般相談・帰国者・接触者相談センター＞ 

時間 機関 電話番号 

平日 

8:45～17:30 

北海道中標津保健所 0153-72-2168 

24時間 

（土日祝も対応） 

北海道保健福祉部健康安全局 

地域保健課 

011-204-5020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較的軽い風邪症状（発熱やせきなど） 

息苦しさ、強いだるさ、高熱などの

強い症状のいずれかがある場合 

続
い
た
ら
す
ぐ
に
（
４
日
以
上
は
必
ず
） 

妊婦の方 

念
の
た
め
に
早
め
に 

・高齢者 

・糖尿病、心不全、呼吸器疾患

(COPDなど)の基礎疾患 

・人工透析治療 

・免疫抑制剤や抗がん剤使用 

す
ぐ
に 

す
ぐ
に 

マイナポイント予約・申込みが郵便局でも可能になりました！ 
 

 マイナンバーカード普及促進のため、ご希望のキャッシュレス決済に普

段のお買い物で使える最大5,000円分のポイントを付与できる手続きを

行っています。 

 現在のところ、ご自身のスマートフォン等や役場窓口のパソコンで手続

きを行えますが、今月20日から町内の郵便局（羅臼郵便局・八木浜郵便局）

でも手続きが行えます。郵便局に立ち寄った際にはぜひ手続きを！ 

 

※手続きにはマイナンバーカードの発行が必要です。 

マイナンバーカードの発行は郵便局窓口では行えませんのでご注意くだ

さい。 

 

【お問い合わせ先】 

マイナンバーカード発行手続きについて：環境生活課（87-2115） 

マイナポイント予約・申し込みについて：企画振興課（87-2114） 

郵便局での手続き詳細について：羅臼郵便局（87-2080） 

八木浜郵便局（88-2540） 

【お知らせ】お盆のゴミの収集について 

お盆のゴミ収集、清掃センターでの受入については、次のと

おりとなりますのでお知らせします。 

 

10 日 

(月) 

11 日 

(火) 

12 日 

(水) 

13 日 

(木) 

14 日 

(金) 

15 日 

(土) 

× ○ ○ ○ × × 

（○…通常収集、清掃センター受入可 ×…休み） 

※清掃センターでの受入時間は次のとおりです。 

   平 日 午前 8 時 30 分～午後 4 時 

   土曜日 午前 8 時 30 分～午前 11 時 30 分 
 

 ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほどお願いいたし

ます。 
 

【お問い合わせ】環境生活課 87-2115 

羅臼町特別定額給付金 

わすれていませんか？ 

町では、特別定額給付金の申請を８月１８日まで受け付けています。 

期日を過ぎると支給されません！ 

すでに多くの方が受給されておりますので、まだ申請手続きがお済みで

ない方は、お早目に申請していただきますようお知らせします。 

申請書を郵送または役場１階総合窓口に提出してください。 

※申請書（請求書）に、身分証明書の写し・通帳の写しを添付願います※ 

 

【お問い合わせ】羅臼町特別定額給付金事業等実施本部 87-2114 

児童扶養手当現況届のお知らせ 
児童扶養手当を受けている方は、令和２年８月３１日（月）までに「児

童扶養手当現況届」の手続きを役場保健福祉課で行って下さい。 

この届出がないと８月分以降の手当が受けられなくなります。 

印鑑を持参の上、必ず手続きを行って下さい。 
 

＜必要書類＞ 児童扶養手当の証書 ほか 

＜受付期間＞ 令和２年８月３日（月）～令和２年８月３１日（月） 

※児童扶養手当の受給開始から 5 年を経過する方には、「児童扶養手当一

部支給停止適用除外事由届出書」と「雇用証明書」様式を送付します。 

 

【お問い合わせ】 羅臼町保健福祉課 福祉担当  電話 87-2161 

巡回児童相談 
 

釧路児童相談所より相談員を招いて「児童相談」を開催いたします。 

◆と き  令和２年９月７日（月） １１：００～１７：３０ 

８日（火）  ９：００～１４：３０ 

◆と こ ろ  羅臼町役場 １階会議室 

◆相談内容  子どもの成長や言葉の問題、様々な悩みの相談に応じます。 

 ◆申込方法  令和２年８月１１日（火）までに保健福祉課福祉係までお 

申し込みください。 

------お問い合わせ・申し込み先------ 

羅臼町役場 保健福祉課 福祉係 

電話番号 ８７－２１６１ 

羅
臼
い
さ
り
火
吟
社 

   

世
渡
り
は
角
の
感
覚
か
た
つ
む
り 

 
 

 

泥
舟 

雨
静
か
夜
ご
と
膨
ら
む
山
若
葉 

  
 

 

英
美 

か
た
つ
む
り
立
ち
話
し
て
雨
上
が
る 

 
 

文 

拿
捕
さ
れ
し
エ
ト
ロ
フ
の
沖
初
夏
の
朝 

 

羅
牛 

背
徳
を
負
い
て
寂
し
き
蝸
牛 

  
 

 
 

悠
羅 

新
緑
を
切
り
裂
き
ル
ア
ー
淵
深
く 

 
 

鹿
山 

手
探
り
で
世
の
動
き
出
す
五
月
闇 

 
 

こ
ず
え 

６月例会句 

令和２年６月 


